
生活保護利用者のくらしぶり 　
日
隈
市
議
は
﹁
電
気

代
を
抑
え
る
た
め
に
エ

ア
コ
ン
の
使
用
を
ガ
マ

ン
す
る
危
険
な
実
態
が

あ
る
﹂
と
指
摘
し
ま
し

た
。
あ
る
男
性
は
﹁
朝

９
時
か
ら
夕
方
４
時
ま

で
エ
ア
コ
ン
を
入
れ

て
、
電
気
代
が
１
カ
月

６
千
８
百
円
。
１
週
間

で
２
合
の
コ
メ
を
食
べ

て
、
足
り
な
い
分
は
一

袋
百
円
の
そ
う
め
ん
や

　
円
の
う
ど
ん
玉
で
腹

を
満
た
し
て
い
る
﹂
と

話
し
て
い
ま
す
︵
左
の

図
︶。

　
福
祉
保
健
部
長
は

﹁
生
活
保
護
の
申
請
件

数
は
一
桁
の
数
で
推
移

し
て
い
た
が
、
最
近
は

　
件
を
超
え
、
７
月
は

　
件
と
極
め
て
高
い
申

請
件
数
に
な
っ
て
い

る
。
生
活
困
窮
の
相
談

は
、
６
月
か
ら
２
百
件

を
超
え
て
い
る
﹂﹁
市

の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が

生
活
保
護
利
用
者
を
訪

問
し
、
食
費
が
高
い
と

の
声
を
聞
い
て
い
る
﹂

と
答
え
ま
し
た
。

　
日
隈
市
議
は
﹁
最
高

裁
の
生
活
保
護
減
額
取

消
し
訴
訟
で
原
告
勝
訴

の
判
決
が
出
て
も
、
基

準
引
下
げ
は
今
も
改
善

さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
指

摘
し
ま
す
。

　
日
田
市
は
２
０
２
１

年
３
月
、
部
落
解
放
同

盟
大
分
県
連
合
会
の
要

望
に
応
え
て
生
活
実
態

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

日
隈
市
議
は
﹁
調
査

対
象
世
帯
を
誰
が
決
め

て
、
ど
の
よ
う
に
調
査

し
た
の
か
﹂
と
質
問
。

市
民
環
境
部
長
は
﹁
運

動
体
︵
部
落
解
放
同
盟
︶

と
の
協
議
に
よ
り
決
定

し
た
。
調
査
票
を
各
世

帯
に
配
布
し
、
回
収
し

て
調
査
し
た
﹂
と
答
え

ま
し
た
。

　
日
隈
市
議
は
﹁
市
が

旧
対
象
地
区
︵
同
和
地

区
︶
に
住
む
住
民
を
掘

り
お
こ
す
。
部
落
差
別

の
解
消
ど
こ
ろ
か
、
差

別
の
固
定
化
、
永
久
化

に
な
り
か
ね
な
い
﹂
と

指
摘
し
、
市
の
考
え
を

た
だ
し
ま
し
た
。
市
民

環
境
部
長
は
﹁
調
査
に

あ
た
っ
て
新
た
な
差
別

を
生
み
出
さ
な
い
こ
と

は
、
念
頭
に
置
い
て
い

る
。
問
題
は
な
い
﹂
と

答
え
ま
し
た
。

　
日
隈
市
議
は
﹁
結
婚

差
別
を
含
む
体
験
が

あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ

た
の
か
。
今
も
続
い
て

い
る
の
か
。
そ
の
調
査

に
基
づ
い
て
部
落
差
別

解
消
の
施
策
が
行
わ
れ

る
。
し
か
し
、
市
は
調

査
結
果
を
答
え
な
い
﹂

と
追
及
し
、
市
の
姿
勢

を
た
だ
し
ま
し
た
。
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保
護
申
請
は
月
　
件
超
え

生
活
相
談
は
　
百
件
超
え

　
日
隈
知
重
市
議
は
９
月
　
日
、﹁
生
活
保
護
の
減
額
で
、
生
活
保
護

利
用
者
の
く
ら
し
は
ギ
リ
ギ
リ
﹂
と
指
摘
。
市
の
利
用
者
に
対
す
る
指

導
援
助
を
改
善
す
る
よ
う
、
一
般
質
問
で
求
め
ま
し
た
。

　
日
隈
市
議
は
９
月
　
日
、﹁
生
活
実
態
調
の

や
り
方
は
、
部
落
差
別
の
解
消
ど
こ
ろ
か
、

差
別
の
固
定
化
、
永
久
化
に
な
り
か
ね
な
い
﹂

と
指
摘
。
市
の
考
え
を
た
だ
し
ま
し
た
。

日隈市議

一般質問

10

38

部落解放同盟と協議し実施

2025 年 10月 30日

生活保護の減額 くらしギリギリ

10
２

10

17

2021 年３月

生活実態調
査2021 年３月

生活実態調
査

調
査
対
象
は
運
動
体
と
の

協
議
に
よ
り
決
定
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特
別
障
害
者
手
当

は
、
最
重
度
の
心
身
障

が
い
者
に
支
給
さ
れ
る

手
当
で
す
。
２
０
２
４

年
度
の
受
給
者
は
、
各

月
で
　
名
か
ら
　
名
。

新
規
の
申
請
者
は
、
年

間
３
名
と
少
な
い
状
況

で
す
。
新
規
の
申
請
が

少
な
い
理
由
は
、
日
田

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
対

象
者
を
﹁
重
度
障
が
い

者
で
、
常
時
特
別
の
介

護
を
必
要
と
す
る
人
﹂

と
し
か
書
い
て
い
な
い

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
特
別
障
害
者
手
当
の

対
象
者
は
、
い
く
つ
か

の
認
定
基
準
が
あ
り
ま

す
。
肢
体
不
自
由
の
場

合
、
ど
れ
か
一
つ
の
障

害
に
当
て
は
ま
り
、
そ

の
上
で
、
立
ち
上
が
る
、

と
じ
ひ
も
を
結
ぶ
、
ワ

イ
シ
ャ
ツ
の
ボ
タ
ン
を

と
め
る
な
ど
日
常
生
活

動
作
の
評
価
で
　
点
以

上
が
必
要
で
す
︵
左
の

表
の
と
お
り
︶。
以
上

の
よ
う
な
説
明
を
市
民

に
知
ら
せ
れ
ば
、
特
別

障
害
者
手
当
の
申
請
は

増
え
る
は
ず
で
す
。

　
介
護
保
険
の
認
定
が

要
介
護
３
以
上
の
人

は
、
全
国
に
２
４
０
万

人
。
対
象
外
の
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
入
所
者

を
除
い
て
も
、
約
１
８

４
万
２
千
人
は
対
象
者

で
す
。
し
か
し
、
こ
の

手
当
の
受
給
者
は
　
万

６
千
人
で
す
。

　
日
隈
市
議
は
　
月
　

日
、
決
算
審
査
特
別
委

員
会
の
教
育
福
祉
分
科

会
で
﹁
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
市
報
、
チ
ラ
シ
な

ど
で
市
民
に
わ
か
り
や

す
く
知
ら
せ
、
特
別
障

害
者
手
当
を
受
給
で
き

る
権
利
を
保
障
せ
よ
﹂

と
要
望
し
ま
し
た
。
担

当
課
か
ら
﹁
検
討
す
る
﹂

と
の
回
答
を
得
て
い
ま

す
。

　
特
別
障
害
者
手
当
の

申
請
の
流
れ
は
、
左
の

と
お
り
で
す
。
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特
別
障
害
者
手
当
の
受
給
者
は
　
名
か
ら
　
名

　
市
議
会
決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
教
育
福
祉
分
科
会
は
　
月
　
日
、

日
田
市
２
０
２
４
年
度
決
算
の
福
祉
保
健
部
に
か
か
る
事
業
を
審
査
。

日
隈
市
議
は
、
特
別
障
害
者
手
当
の
新
規
申
請
と
認
定
状
況
、
課
題
を

質
問
し
ま
し
た
。

　
特
別
障
害
者
手
当
は
、
車
い
す
で
介
助
が

必
要
な
人
や
介
護
保
険
の
認
定
が
３
以
上
の

人
は
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

55

13

51

誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
な
い

10

特別障害者手当の申請は年間　名
2025 年 10月 30日

      年度分

決算審査2024 ３

51

5510

1010

特別障害者手当申請の流れ 要介護の高齢者でもできる特別障害者

手当の申請
特別障害者

手当の申請
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